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2021/03/01 に，反訴被告が，山形地裁の
訴訟の取り下げを条件に本訴の訴訟取り
下げを打診するメールを送信したこと。
反訴被告が取り下げを打診した事情が，
「現在，私は父の介護や，自社の外国人人
材紹介業が引合いが多く多忙で３６５日
休まず働いています，それに加え，政治
活動も始めました。」「現在，殆ど次亜塩
素酸水の営業活動ができずにおり，争っ
ても不毛だなと感じております。」という
ものであったこと。


